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黒石団地区自治会　区長:阪口隆利（文責）

■6/2(金) 新任区長職務説明会 【福祉事業協力金受付】

■5/29現在の納付状況 東 西 南1 南2 北1 北2 中

● ● ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ △ △ ○ ○

○ ○ △ △ △ ○ ○

● 納付済み ◯ 区長預かり中 △ 都度集金

■5/29(月)緑の募金納付（市農政課）94,700円

■7/ 2(日) 黒石市民センター清掃活動日

■7/23(日) ニュースポーツ体験会(＋行事部長) ■6/30日本赤十字社会費納付(市社会福祉協議会)

■7/30(日) 合志市戦没者追悼式(菊南斎場) 【一斉美化作業】 5/20～6/18各班にて実施。

■6/14(水) 区代表者変更届け

■6/14(水) ■5/29・6/5・6/12（月）清掃活動受付票提出

■6/21(水) 区運営補助金交付申請書提出 ■6/5・6/13・6/19（月）清掃活動実施報告書提出

■6/21(水) 固定資産税減免申請書提出

■6/21(水)

■6/23(金) 敬老事業補助金交付申請

■6/ 4(日) 東小学校運動会

■6/11(日)

■5/28(日) 定例役員会

■6/ 6(土)･17(土) 七役会

■6/11(日)･21(水) 夏祭り企画会議

■6/14（水）夜間パトロール

■6/12(月)

■5/29(月) 各種保険契約更改（区長名変更）

■6/12(月) 防犯ｶﾒﾗ損害保険契約更改

■6/16(火) ■6/16(金)

■6/20(火)

■6/24(土)

■6/12(月) ■6月：ゆうちょ口座名義変更

■7/ 3(月)

●5/10(北1組)梅田 計(5人世帯) ●6/1(東組)田代さとえ様(97歳) ●6/1(北2組)

●6/ 1(中組)渡辺庸介(4人世帯) ●6/6(北2組)小假英子様(88歳)

●2/13(西組)髙宮健輔(4人世帯) ●なし ●4/16(北1組)

●2/ 3(西組)西村卓也(3人世帯) ●4/  (南1組)

●4/ 1(中組)宮本  綾(2人世帯) お悔み（訃報） ●5/13(中 組)

議会傍聴 予定

市議会（青山隆幸市議質問）

夏祭り綿菓子機借用抽選(ふれあい館)

転入　　（敬称略） 転出（氏名省略） 赤ちゃん誕生

さくらんぼ須屋運営推進会議 自治会外部契約・依頼（区長の役割）

西南中校区ネットワーク会議 夏祭りﾃﾝﾄ借用依頼(新開区自治会)

夏祭り会場(市民ｾﾝﾀｰ･ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ)使用許可

事務所改造請負契約(ﾘﾌｫｰﾑ工房まごころ)

■金婚夫婦表彰募集中 ※「緑の募金の御礼」

市消防操作法大会(中央グラウンド) 自治会会務

助成団体等活動支援

区長が会員等になる協議会への出席

6/22 1 5 Jｱﾗｰﾄ訓練放送予告

広報こうし

6/ 8 2 1 自治基本条例ｶﾞｲﾄﾞ

回覧

来賓として出席・参加 6/ 1 2 2 1※

規約改正変更届け→6/24認可通知

文書回覧配布（定期便）　数字は文書数

要望書1号提出｢北2-3交差点道路標示｣ 日
(木)

市から その他から
特記

戸配 回覧 戸配

葉・草 土砂

ごみ出し量 82束 222袋 49袋

 社会福祉協議会会費(8月)

 赤い羽根共同募金(12月)

予定

予定

市への申請業務 ごみの種類 木枝

区長通信 5/28～6/24

市・黒石コミュニティ―（区長会等） 自治会（区長管轄）

 緑の募金

 日本赤十字社会費(7月)

開会式前の整列～入場行進・開会式～応援合戦～３ 

種目まで観戦しました。こちらも1000人の生徒が次 

から次へと演舞と徒競走を繰り広げていました。 

20:00～21:00。西合志南中学校・東小学校・南小学 

校の3校区内のPTA､幼保育園､補導員､区長､民生委員 

等による児童生徒の健全育成のための連絡協議会。 

「嘱託員（区長）の手引き」（合志市作成）を基に 

今年度改選の新区長28人へ説明がありました。31世 

帯の小集落があったり、マンション一棟が区であっ 

たり、九州沖縄農研では20代の女性職員が輪番で区 

長であったり様々な形があります。当団地のように 

1000世帯を超えるマンモス団地は６つの区があり、 

（この会議では黒石団地区だけ）機会を見て、情報 

交換しながら区の運営の参考にしていきます。 

8:30 ～12:50まで全組を観戦。市内消防団28組が、 

小型消防ポンプとホースを使って、速く正確に火点 

的(まと)を放水で射抜き、放水の担当を交代するま 

での所作を採点方式で競いました。来賓参加の他区 

の区長と区の現状を話せる機会にもなりました。 

14:00～15:20。介護保険法及び市条例による地域密 

着型サービス事業者に設置が求められている会議。 

2ケ月に1回､周辺の区長､民生委員が招集されます。 

15:20～16:10。市政に関心を持つのは区長の努力目 

標という訳で今回初めて傍聴席に座りました。 


